
令和７年度　朝霞市防災会議 

次　　第 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日時：令和８年３月２７日（金） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　午前１０時から 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場所：朝霞市役所　別館５階 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大会議室（手前） 

 

 

　１　開　会 

 

２　あいさつ 

　　　朝霞市防災会議会長　　朝霞市長　松下　昌代 

 

３　議　事 

　　（１）機構改革に伴う災害対策本部事務分掌の見直しについて 

（２）その他 

 

４　閉　会 

◆配付資料 

・令和８年４月行政機構改革　概要　　【資料１－１】 

・災害対策本部組織構成　対照表　　　【資料１－２】 

・対策項目別担当課　対照表　　　　　【資料１－３】 

・「集中豪雨対応マニュアル」抜粋　 　【資料２】 

・令和７年度締結災害協定　一覧　　　【資料３】 

・気象庁リーフレット「この雨、大丈夫？」 

・気象庁チラシ「令和８年より気象の警報などが大きく変わります」



令和８年３月２７日　令和７年度朝霞市防災会議

令和８年４月行政機構改革　概要

R7.4.1現在 R8.4.1現在

部 課 部 課

福祉相談課 地域共生社会課

生活援護課 高齢者・地域福祉課

障害福祉課 障害福祉課

長寿はつらつ課 生活援護課

こども未来課 健康づくり課

保育課（保育園含む） 国保年金課

健康づくり課 介護保険課

保険年金課 こども未来課

こども家庭課

保育課（保育園含む）

　※ 上記のほかにも、係の変更等が行われています。
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資料１－１



令和８年３月２７日　令和７年度朝霞市防災会議

○ 災害対策本部組織構成　対照表

・機構改革前

部 所掌班 担当課・室・所等（機構順）

福祉班
福祉相談課、生活援護課、障害福祉課、長寿はつらつ課、
こども未来課、保育課（保育園含む）

医療対策班 健康づくり課、保険年金課

・機構改革後（案）

部 所掌班 担当課・室・所等（機構順）

福祉班
地域共生社会課、高齢者・地域福祉課、障害福祉課、生活援護課、
国保年金課、介護保険課、
こども未来課、保育課（保育園含む）

医療対策班 健康づくり課、こども家庭課

福祉部
こども・健康部

福祉部
健康部
こども部

資料１－２



令和８年３月２７日　令和７年度朝霞市防災会議

○ 対策項目別担当課　対照表

1 在宅要配慮者対策
長寿はつらつ課、福祉相談課、生活援護課、
障害福祉課、こども未来課

地域共生社会課、高齢者・地域福祉課、障害福祉課、
生活援護課、国保年金課、介護保険課、こども未来課

2 施設入所者等対策
長寿はつらつ課、福祉相談課、生活援護課、
障害福祉課、こども未来課

地域共生社会課、高齢者・地域福祉課、障害福祉課、
生活援護課、国保年金課、介護保険課、こども未来課

3
緊急避難場所開設
運営対策（保育園）

福祉相談課、こども未来課、保育課 国保年金課、介護保険課、こども未来課、保育課

4
水害時緊急避難場所
運営対策（風水害）

保育課 保育課

5 福祉避難所の設置運営
長寿はつらつ課、福祉相談課、生活援護課、
障害福祉課、こども未来課

地域共生社会課、高齢者・地域福祉課、障害福祉課、
生活援護課、国保年金課、介護保険課、こども未来課

6 ボランティア対策 福祉相談課、生活援護課、障害福祉課
高齢者・地域福祉課、地域共生社会課、障害福祉課、
生活援護課

7 義援金給付 福祉相談課、障害福祉課 高齢者・地域福祉課、地域共生社会課、障害福祉課

8 園児の安全確保・安否確認 保育課 保育課

9 応急医療救護 健康づくり課、保険年金課 健康づくり課、こども家庭課

10 被災者医療対策 健康づくり課、保険年金課 健康づくり課、こども家庭課

班 No 対策項目名 担当課（機構改革前） 担当課（機構改革後）【案】
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資料１－３



 
令和８年３月２７日　令和７年度朝霞市防災会議

「集中豪雨対応マニュアル」抜粋 

 

 

 

はじめに 

 

　１　マニュアルの目的 

朝霞市地域防災計画（以下「地域防災計画」という。）及び災害対策別マニュアルで想

定する風水害は、事前予測が可能、かつ、外水氾濫が発生するような大雨や台風を想定し

ているが、近年、予測不能で突発的に発生する集中豪雨及びそれに伴う内水氾濫等、災害

対策本部設置のいとまがない災害への対応の必要性が高まっている。 

本マニュアルは、平成２６年６月２５日や令和６年７月３１日に発生した集中豪雨（１

時間当たり１００ｍｍ超の降雨量）等の教訓を踏まえ、突発的に発生する集中豪雨等への

災害対応を円滑に行うことができるよう、庁内の体制、各部の活動内容等を示すためのも

のである。 

 

 

　２　マニュアルの適用範囲 

本マニュアルは、集中豪雨発生の予想時点から、災害対策本部設置のいとまがない至短

時間の災害の発生から終息に至るまでの活動を対象とする。 

また、台風や気象警報が発令された際の活動において、災害対策本部の設置まで至らな

い場合には、本マニュアルを準用する。 

なお、本マニュアルに基づく活動は、災害対策本部の設置前であっても、市長（災害対

策本部長）の判断に基づくものとする。 

 

 

　３　集中豪雨時の各段階に想定される事態及び配備 

記録的短時間大雨情報が発表された令和６年７月の集中豪雨は、事前に発生・接近が予

想可能な台風等と異なり、十分な対応準備のいとまがなく突然発生し、至短時間の内に終

息していった。 

この経験を基に、突然の集中豪雨への対応を「災害注意」、「災害警戒」、「発災」、「災害

終息」の段階（以下「フェーズ」という。）に区分し、想定される事態及び配備体制、各

フェーズにおける各部等の活動について、別表に示す。

資料２



令和８年３月２７日　令和７年度朝霞市防災会議

令和７年度締結災害協定　一覧

協定名称 協定先 締結年月日 協定の内容

災害時における太陽光発電電力の供給支
援に関する協定

株式会社レオパレス２１ R7.10.27
災害時における管理する賃貸物件に設置された
太陽光発電設備からの電力供給支援

災害等発生時におけるレンタル資機材等
及び役務サービスの提供に関する協定

株式会社ユーコム R7.12.17
災害時における資機材等の供給や役務サービス
の提供、平時における防災訓練等の実施につい
て連携

朝霞市と損害保険ジャパン株式会社との
地域防災力向上に係る連携協定

損害保険ジャパン株式会社 R8.2.19
災害時における情報収集、平時における防災啓
発、地域防災イベントへの参画、訓練実施への
協力、地震保険等の情報提供

災害時の応急活動用地等の使用に関する
協定

大東ガス株式会社
東京電力パワーグリッド株式
会社　志木支社

R8.3.13
災害時における応急復旧活動に現場事務所や資
材の集積場所等のための用地が必要となったと
き、北朝霞公園野球場の使用を許可

資料３






















































